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(57)【要約】
【課題】作業車に装備される発電機にて発電される電力
を有効利用して、長期間にわたって作業車の不使用状態
が続いた後においても、各部の作動を良好に行わせるこ
とが可能となる作業車用の電源供給装置を提供する。
【解決手段】車体に備えられたエンジン４にて駆動され
る発電機６１と、その発電機６１により出力された電力
を直流に変換する整流回路６３とで構成された電源部Ｄ
Ｇから、電力供給路６４を通してソレノイド３４に電力
をそのまま供給し、電力供給路６４におけるソレノイド
３４の上流側箇所より分岐する分岐電力供給路７０から
レギュレータ回路８３，８５を介して制御手段２８に電
力を供給するように構成され、分岐電力供給路７０から
制御手段２８に至る経路中に制御手段用の電圧安定化回
路８６が備えられる。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源部より供給される電力を電力供給路を通してソレノイドに供給するように構成され
、前記電源部より供給される電力により前記ソレノイドの作動を制御する制御手段が備え
られた作業車用の電源供給装置であって、
　前記電源部が、車体に備えられたエンジンにて駆動される発電機と、その発電機により
出力された電力を直流に変換する整流回路とで構成され、この電源部から前記電力供給路
を通して前記ソレノイドに電力をそのまま供給するように構成され、
　前記電力供給路における前記ソレノイドの上流側箇所から分岐する状態で分岐電力供給
路が設けられ、この分岐電力供給路からレギュレータ回路を介して前記制御手段に電力を
供給するように構成され、
　前記分岐電力供給路から前記制御手段に至る経路中に、接地部との間で接続された平滑
用コンデンサと、この平滑用コンデンサの充電電力が前記電源部に逆流することを防止す
る逆流防止用ダイオードとを有する制御手段用の電圧安定化回路が備えられている作業車
用の電源供給装置。
【請求項２】
　前記電源部から供給される電力により作業車の作業状況に応じて前記ソレノイドを作動
させるための検出信号を出力する検出センサが備えられ、
　前記制御手段が、前記検出センサから出力される前記検出信号に基づいて前記ソレノイ
ドの作動を制御するように構成され、
　前記分岐電力供給路からレギュレータ回路を介して前記検出センサに電力を供給するよ
うに構成され、
　前記分岐電力供給路から前記検出センサに至る経路中に、接地部との間で接続された平
滑用コンデンサと、この平滑用コンデンサの充電電力が前記電源部に逆流することを防止
する逆流防止用ダイオードとを有する検出センサ用の電圧安定化回路が備えられている請
求項１記載の作業車用の電源供給装置。
【請求項３】
　前記電源部より供給される電力により駆動される電動モータが備えられ、
　前記分岐電力供給路から供給される電力をレギュレータ回路にて電圧調整した電力をそ
のまま前記電動モータに供給するように構成されている請求項１又は２記載の作業車用の
電源供給装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源部より供給される電力を電力供給路を通してソレノイドに供給するよう
に構成され、前記電源部より供給される電力により前記ソレノイドの作動を制御する制御
手段が備えられた作業車用の電源供給装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の作業車用の電源供給装置の一例としての乗用型田植機に装備される薬剤散布装
置に電力を供給するものにおいて、従来では、次のように構成されたものがあった。
　すなわち、薬剤散布装置は、収納部に収納されている薬剤をソレノイドによって駆動さ
れる繰出し機構によって繰出しながら、電動モータによって回転駆動される拡散用羽根に
より拡散させて放出させるように構成され、作業車に搭載されているバッテリーにより、
ソレノイドや電動モータ及びそれらの作動を制御する制御手段等に電力が供給されるよう
に構成されていた（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１５１５５９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来構成では、作業車に搭載されているバッテリーから供給される電力により、ソ
レノイドや制御手段が駆動されるものであるから、バッテリーが充分に充電されていれば
それらの各装置の作動に支障は生じないが、作業車が長期間使用されない状態で放置され
ていた後に、作業を実行するような場合には、バッテリーが放電して充分な電力が得られ
ない状態となり、上記各装置の作動が良好に行えないおそれがあった。特に、乗用型田植
機のように、１年のうちの短期間の間だけ作業を行い、その後、約１年間作業を行わない
ような作業車であれば、特に上述したような問題が発生するものであった。
【０００５】
　本発明の目的は、作業車に装備される発電機にて発電される電力を有効利用して、長期
間にわたって作業車の不使用状態が続いた後においても、各部の作動を良好に行わせるこ
とが可能となる作業車用の電源供給装置を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る作業車用の電源供給装置は、電源部より供給される電力を電力供給路を通
してソレノイドに供給するように構成され、前記電源部より供給される電力により前記ソ
レノイドの作動を制御する制御手段が備えられたものであって、その第１特徴構成は、
　前記電源部が、車体に備えられたエンジンにて駆動される発電機と、その発電機により
出力された電力を直流に変換する整流回路とで構成され、この電源部から前記電力供給路
を通して前記ソレノイドに電力をそのまま供給するように構成され、
　前記電力供給路における前記ソレノイドの上流側箇所から分岐する状態で分岐電力供給
路が設けられ、この分岐電力供給路からレギュレータ回路を介して前記制御手段に電力を
供給するように構成され、
　前記分岐電力供給路から前記制御手段に至る経路中に、接地部との間で接続された平滑
用コンデンサと、この平滑用コンデンサの充電電力が前記電源部に逆流することを防止す
る逆流防止用ダイオードとを有する制御手段用の電圧安定化回路が備えられている点にあ
る。
【０００７】
　第１特徴構成によれば、作業車の車体に搭載されているエンジンが作動すると、そのエ
ンジンの動力により発電機が駆動され、その発電機により出力された電力が整流回路にて
直流に変換されて、その直流に変換された電力が電力供給路を通してソレノイドにそのま
ま供給されることになる。つまり、エンジンが作動すると、そのエンジンの動力によって
発電が行われるので、作業車が長期間にわたって不使用状態が続いている場合であっても
、その後において作業を開始する際に、適切にソレノイドに対する駆動用電力を供給する
ことができる。
【０００８】
　ソレノイドは、内装されるバネによる復帰付勢力に抗してスプールを移動させるのに必
要な電圧が供給されると作動するが、そのときに必要な電圧を大きく越える電圧が一時的
に印加されることがあっても、スプールが移動位置で保持されるだけであり他の作動に支
障が生じるおそれはない。これに対して例えばマイクロコンピュータや電子回路等からな
る制御手段は、定格電圧を大きく越える電圧が印加されると、不具合が発生してその後良
好な作動が行えないものとなるおそれがある。
【０００９】
　そこで、電力供給路におけるソレノイドの上流側箇所から分岐する状態で分岐電力供給
路が設けられ、この分岐電力供給路からレギュレータ回路を介して制御手段に電力が供給
されるように構成されている。つまり、制御手段に対しては、分岐電力供給路からレギュ
レータ回路を介して電力を供給するようにしているから、制御手段に対して過大な電圧が
印加されて不具合が発生することを回避でき、良好な作動を維持させることが可能となる
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。
【００１０】
　ところで、ソレノイドに対する電力供給路にもレギュレータ回路を設けることが考えら
れるが、レギュレータ回路は、入力される電圧が調整電圧よりも高い場合には、調整電圧
以下の低い電圧に調整した状態で出力するものであるから、その電位差分だけ電力損失と
なるものであり、しかも、上述した如く、ソレノイドは、必要な電圧を大きく越える電圧
が一時的に印加されることがあっても作動に特に支障が生じるおそれは少ないので、ソレ
ノイドに対しては、電源部から電力供給路に供給される電力をそのまま供給するようにし
て、電力損失が少なくなるようにしているのである。つまり、そのことにより、発電機に
て発電される電力を電力損失ができるだけ少なくなる状態で有効に利用することができる
。
【００１１】
　さらに、分岐電力供給路から制御手段に至る経路中に、前記平滑用コンデンサと前記逆
流防止用ダイオードとを有する制御手段用の電圧安定化回路が備えられているから、例え
ば、何らかの要因により電源部の出力電圧が大きく低下することがあっても、出力電圧を
平滑用コンデンサによって平滑化して変動の少ない状態で保持することができ、制御手段
にて安定した動作を行わせることが可能となる。
【００１２】
　又、逆流防止用ダイオードを備えることから、充電される平滑用コンデンサの端子電圧
が電源部の出力電圧より高くなることがあっても、電源部に向けて電流が逆流することが
防止できるので、充電される電力を制御手段に無駄なく供給することができる。
【００１３】
　従って、作業車に装備される発電機にて発電される電力を有効利用して、長期間にわた
って作業車の不使用状態が続いた後においても、各部の作動を良好に行わせることが可能
となる作業車用の電源供給装置を提供できるに至った。
【００１４】
　本発明の第２特徴構成は、第１特徴構成に加えて、前記電源部から供給される電力によ
り作業車の作業状況に応じて前記ソレノイドを作動させるための検出信号を出力する検出
センサが備えられ、
　前記制御手段が、前記検出センサから出力される前記検出信号に基づいて前記ソレノイ
ドの作動を制御するように構成され、
　前記分岐電力供給路からレギュレータ回路を介して前記検出センサに電力を供給するよ
うに構成され、
　前記分岐電力供給路から前記検出センサに至る経路中に、接地部との間で接続された平
滑用コンデンサと、この平滑用コンデンサの充電電力が前記電源部に逆流することを防止
する逆流防止用ダイオードとを有する検出センサ用の電圧安定化回路が備えられている点
にある。
【００１５】
　第２特徴構成によれば、作業車の作業状況に基づいて検出センサがソレノイドを作動す
るための検出信号を出力し、制御手段が、検出センサから出力される前記検出信号に基づ
いてソレノイドの作動を制御することになる。
　そして、分岐電力供給路からレギュレータ回路を介して検出センサに電力を供給するよ
うに構成されているから、検出センサに対して過大な電圧が印加されて不具合が発生する
ことを回避できる。さらに、分岐電力供給路から検出センサに至る経路中に、前記平滑用
コンデンサと前記逆流防止用ダイオードとを有する検出センサ用の電圧安定化回路が備え
られているから、何らかの要因により電源部の出力電圧が大きく低下しても、出力電圧を
平滑用コンデンサによって平滑化して変動の少ない状態で保持することができ、良好な作
動を維持させることが可能となる。
【００１６】
　又、逆流防止用ダイオードを備えることから、充電される平滑用コンデンサの端子電圧
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が電源部の出力電圧より高くなることがあっても、電源部に向けて電流が逆流することが
防止できるので、充電される電力を検出センサに無駄なく供給することができる。
【００１７】
　従って、作業車に装備される発電機にて発電される電力を有効利用して、安定した状態
で検出センサに対する電力供給を行うことが可能となった。
【００１８】
　本発明の第３特徴構成は、第１特徴構成又は第２特徴構成に加えて、前記電源部より供
給される電力により駆動される電動モータが備えられ、
　前記分岐電力供給路から供給される電力をレギュレータ回路にて電圧調整した電力をそ
のまま前記電動モータに供給するように構成されている点にある。
【００１９】
　第３特徴構成によれば、分岐電力供給路から供給される電力をレギュレータ回路にて電
圧調整した電力を電動モータに供給するようにしているから、電動モータに対して過大な
電圧が印加されて不具合が発生することを回避できる。
【００２０】
　尚、電動モータは、回転駆動している途中で、供給電圧が一時的に低い値になることが
あっても、慣性によって回転状態を継続するものであり、何らかの要因により電源部の出
力電圧が大きく低下することがあっても作動に支障はないから、電動モータについては、
制御手段や検出センサのような電圧安定化回路は設けないようにして、構成の簡素化を図
っている。
【００２１】
　従って、構成の簡素化を図りながらも、電動モータに対して適切に電力供給を行うこと
ができ良好に作動させることが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】乗用型田植機の全体側面図である。
【図２】乗用型田植機の全体平面図である。
【図３】薬剤散布装置の背面図である。
【図４】薬剤散布装置の底面図である。
【図５】薬剤散布装置の一部側面図である。
【図６】薬剤散布装置の縦断側面図である。
【図７】繰出し機構の縦断側面図である。
【図８】繰出し機構の横断平面図である。
【図９】繰出し機構の縦断正面図である。
【図１０】繰出し機構の分解斜視図である。
【図１１】調節操作位置と開作動時間との関係を示す図である。
【図１２】薬剤散布装置の制御ブロック図である。
【図１３】薬剤散布装置の電源供給状態を示す回路図である。
【図１４】繰出し作動のタイミングチャートである。
【図１５】ソレノイド駆動電流を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面に基づいて、本発明に係る作業車用の電源供給装置を乗用型田植機に装備し
た薬剤散布装置に適用した場合について説明する。
　図１に示すように、乗用型田植機は、操向操作自在な左右一対の前輪１及び左右一対の
後輪２を備えた走行機体３の前部側に、エンジン４及びミッションケース５を備え、走行
機体３の中央部にステアリングハンドル６等を装備した操縦部７と運転座席８とを備えて
構成され、又、走行機体３の左右両側に予備苗のせ台９が配設されている。走行機体３の
後方には、リフトシリンダ１０の操作によりリンク機構１１を介して昇降操作自在に苗植
付装置１２が連結され、その苗植付装置１２の後方に、除草剤等の薬剤を散布する薬剤散
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布装置１３が備えられている。図２に示すように、苗植付装置１２は４条植型式に構成さ
れている。ミッションケース５には、変速レバー１６を操作することにより変速操作され
る静油圧式の無段変速装置（図示せず）が備えられている。
【００２４】
　図１及び図２に示すように、苗植付装置１２は、１個のフィードケース１４に連結され
た機体左右方向に延びる支持フレーム（図示せず）に、２個の伝動ケース１５が後向きに
片持ち状に連結されている。伝動ケース１５の後部の左右両側部に植付アーム１８がクラ
ンク機構１７により上下に揺動自在に支持され、植付アーム１８に植付爪２２が備えられ
ており、苗植付装置１２の下部には接地フロート１９が支持されている。
　又、苗植付装置１２には、苗のせ台２０が左右に一定ストロークで往復横送り駆動自在
に備えられており、苗のせ台２０がストロークエンドに達する毎に、載置された苗を所定
量だけ下方に送るベルト式の縦送り装置２１が苗のせ台２０に備えられている。
【００２５】
　そして、フィードケース１４に伝達される動力が伝動ケース１５に伝達されて、植付ア
ーム１８が駆動される一方、フィードケース１４に伝達される動力により苗のせ台２０が
往復横送り駆動されて、苗のせ台２０の下部から上下に揺動運動する植付アーム１８が、
その先端部に備えられた植付爪２２により１株ずつ苗を取り出して田面に植え付けるので
あり、苗のせ台２０が往復横送りのストロークエンドに達すると、フィードケース１４に
伝達される動力により縦送り装置２１が駆動されて、苗のせ台２０に載置された苗が下方
に送られる構成となっている。
【００２６】
　次に、薬剤散布装置１３について説明する。
　図１～図３に示すように、左右両側の伝動ケース１５に夫々固定されて架設された支持
フレーム２３Ａの中間部から板状の支持部材２３Ｂを固定立設してあり、この支持部材２
３Ｂの上部に、苗植付け状態において田面から所定距離上方に位置する状態で薬剤散布装
置１３が支持される構成となっている。そして、図３及び図６に示すように、薬剤散布装
置１３は、薬剤を貯留する貯留部としての貯留ホッパー２４と、その貯留ホッパー２４の
下部に位置して貯留される薬剤を繰出す繰出し手段としての繰出し機構２５と、繰り出さ
れて供給経路としての案内通路２６（図６参照）を通して落下供給される薬剤を拡散させ
る回転式の拡散手段としての拡散放出機構２７と、繰出し機構２５の作動を制御するため
の制御装置２８とを備えて構成されている。
　図６に示すように、薬剤散布装置１３は支持部材２３Ｂに対してバックル機構ＢＫによ
り容易に着脱可能な状態で位置保持される構成となっている。
【００２７】
　繰出し機構２５及び拡散放出機構２７は、ケーシング２９に収納される構成となってお
り、このケーシング２９は、合成樹脂材からなり、拡散放出機構２７に薬剤を落下供給す
る案内通路２６を構成する筒部３０が一体形成されている。図３及び図４に示すように、
ケーシング２９は、左右両側の分割ケーシング部分２９ａ，２９ｂを合わせ面ｗ同士で接
続する左右２つ割り構造となっている。
【００２８】
　図６及び図８に示すように、繰出し機構２５は、薬剤の通過用開口３１が形成された金
属製の開口形成板３２と、通過用開口３１を閉塞する閉状態と薬剤の通過用開口３１を開
放する開状態とにわたりスライド移動自在な金属製のシャッター部材３３と、そのシャッ
ター部材３３を閉状態と開状態とに切り換えるアクチュエータとしてのソレノイド３４と
を備えて構成されている。
【００２９】
　図８～図１０に示すように、開口形成板３２とシャッター部材３３とが上下に重なる状
態で設けられ、シャッター部材３３が開口形成板３２に形成された通過用開口３１を閉じ
ると閉状態となり、薬剤の落下供給が停止され、シャッター部材３３が通過用開口３１を
開放する位置までスライドすると、通過用開口３１が開放されて開状態となり、この開状
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態では、通過用開口３１を通して薬剤が下方に落下供給される構成となっている。
　この構成では、通過用開口３１の下方側では、シャッター部材３３だけが存在しており
、シャッター部材３３の下方には他の部材が存在しないので、薬剤が詰まり難い構成とな
っている。
【００３０】
　開口形成板３２には、通過用開口３１が形成される水平面部分３２ａの開口側端部に下
方に向けて屈曲する下向き屈曲片３２ｂが形成され、それと反対のソレノイド３４側端部
には上方に向けて屈曲する上向き屈曲片３２ｃが形成されている。又、水平面部分３２ａ
の開口側端部とソレノイド３４側端部との中間部における幅方向両側部夫々に、シャッタ
ー部材３３が下方に離間するのを防止するために、シャッター部材３３を上下から囲うよ
うに略コ字状に屈曲する保持部３２ｄが形成されている。つまり、開口形成板３２は、１
枚のプレートを屈曲させることにより、下向き屈曲片３２ｂ、上向き屈曲片３２ｃ、及び
、保持部３２ｄが形成されている。
【００３１】
　この開口形成板３２は、下向き屈曲片３２ｂがケーシング２９の筒部３０の内側に形成
された係止凹部３５に係合して、シャッター部材３３がソレノイド３４に近接する方向に
スライド移動することによって連なって移動することが規制され、且つ、上向き屈曲片３
２ｃがケーシング２９の筒部３０の外側の端縁部３６に係合して、シャッター部材３３が
ソレノイド３４から離間する方向にスライド移動することによって連なって移動すること
が規制される構成となっている。
【００３２】
　図１０に示すように、通過用開口３１は、ソレノイド３４によるシャッター部材３３の
移動方向に沿う方向での開口幅Ｌ１が移動方向と直交する方向での開口幅Ｌ２よりも小に
なるように横長の長方形状に形成され、開口面積を充分大きくしながらも、ソレノイド３
４によるシャッター部材３３の移動操作量を短くすることができるようにしている。
【００３３】
　シャッター部材３３は、帯板状に形成されて、ソレノイド３４のスプール３７に対して
連結ピン３８で枢支連結される構成となっており、開口形成板３２の下側に接する状態で
備えられ、保持部３２ｄによって開口形成板３２から上下に離間することを阻止する構成
となっている。又、図７及び図８に示すように、シャッター部材３３の開口遮蔽箇所３３
Ａよりもソレノイド３４側に寄った箇所に、開口形成板３２とシャッター部材３３との間
に嵌まり込む薬剤を下方に落下させるために上下方向に貫通する掻き出し孔３９が形成さ
れている。
【００３４】
　図６に示すように、ケーシング２９における筒部３０の横一側箇所には、ソレノイド３
４を収納するための収納空間としてのソレノイド収納室４０が形成されており、反対側箇
所には、拡散放出機構２７における電動モータ４１を収納するための収納空間としてのモ
ータ収納室４２が形成されている。ソレノイド収納室４０側の筒部３０の側壁には、シャ
ッター部材３３と開口形成板３２とを挿通するためのスリット孔４３が形成されている。
　図８に示すように、このスリット孔４３の上側には、開口形成板３２とシャッター部材
３３とを水平姿勢で保持するための幅広案内部４４が形成されており、この幅広案内部４
４の上面には、通過用開口３１に向かうほど下方に傾斜する傾斜面４５が全幅にわたって
形成されている。又、スリット孔４３の上側における幅方向両側部には、開口形成板３２
の浮き上がりを防止する両側ガイド部４６が形成されている。
【００３５】
　スリット孔４３の下部側には、幅方向両側部にシャッター部材３３を受止め支持する下
側ガイド部４７が形成されるとともに、シャッター部材３３を開状態に切り換えたときに
、掻き出し孔３９の下方から排出される薬剤を拡散放出機構２７に案内できるように幅広
の排出用空間４８が形成されている（図７参照）。
【００３６】
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　図７に示すように、シャッター部材３３は、ソレノイド３４に備えられるコイルバネ４
９が座金５０を介して連結ピン３８に作用することにより閉位置（通過用開口３１を閉じ
る位置）に移動付勢され、ソレノイド３４に通電することにより、コイルバネ４９の付勢
力により突出位置にあるスプール３７をコイルバネ４９の付勢力に抗して電磁吸引力によ
り引退位置に向けて移動操作することにより、シャッター部材３３を開位置（通過用開口
３１を開放する位置）に切り換え操作することができるように構成されている。
【００３７】
　図６に示すように、拡散放出機構２７は、横向き姿勢の受止め面５１Ａを備えるととも
に縦向きの回転軸芯周りで駆動回転される受止め体５１と、受止め面５１Ａに立設された
拡散用羽根体５２と、受止め体５１を縦向きの回転軸芯Ｙ周りで回転駆動する電動モータ
４１とを備えて構成されている。
【００３８】
　受止め体５１は縦向きの回転軸芯Ｙ周りで回転する状態で板面が横向き姿勢となるよう
に設けられた円板形状になっており、拡散用羽根体５２が、周方向に沿って分散配置され
る状態で且つ受止め体５１における回転軸芯Ｙから径方向外方側に寄った状態で放射状に
複数備えられている。
【００３９】
　尚、受止め体５１及び拡散用羽根体５２は合成樹脂材にて一体形成される構成となって
おり、受止め体５１の支軸８０が電動モータ４１の出力軸５３を圧入したジョイント５３
ａに外嵌装着されており、支軸８０を介してジョイント５３ａをビスｂｉにて固定する。
又、ジョイント５３ａの外形（支軸８０の装着部）は小判形をしており、支軸８０と一体
回転する構造となっている。
【００４０】
　図６に示すように、円板形状の受止め体５１は中央部が下向きに突出する形状となって
おり、受止め体５１の上部側の位置する受止め面５１Ａが回転軸芯Ｙ側ほど下方に位置す
る中凹み状の傾斜面に形成されている。このように構成することで薬剤を周方向に均す機
能をより発揮させ易いようにしている。
【００４１】
　そして、受止め体５１における上方側には上部側を仕切る天井壁部５８Ａが設けられ、
又、受止め体５１の外周側には、周方向の一部の領域から薬剤が外方に拡散放出されるの
を規制する規制用縦壁５８Ｂが備えられ、且つ、この規制用縦壁５８Ｂの両側部の夫々に
、受止め体５１における周方向の他の領域から外方に拡散放出される薬剤の拡散放出方向
を調整する拡散方向調整板５９，６０が備えられている。
【００４２】
　規制用縦壁５８Ｂは、ケーシング２９に一体成形される状態で設けられ、受止め体５１
の外周縁の近傍に、周方向に沿って約半周にわたり受止め体５１の外周部を覆うように、
所定の上下幅を有する状態で且つ外周縁に沿うように平面視で半円弧状に形成されている
。
【００４３】
　図１２に示すように、繰出し機構２５におけるソレノイド３４の作動及び拡散放出機構
２７における電動モータ４１の作動を制御する制御手段としての制御装置２８が備えられ
ている。この制御装置２８はマイクロコンピュータを備えて構成され、以下のように、ソ
レノイド３４及び電動モータ４１の作動を制御するように構成されている。
【００４４】
　苗植付装置１２における縦送り装置２１が送り作動したことを検出する縦送り検出セン
サ８２が備えられ、この縦送り検出センサ８２の出力が制御装置２８に入力されており、
制御装置２８は、縦送り検出センサ８２にて検出される縦送り装置２１の送り作動が設定
回数行われたことを検出する毎に、設定時間（後述する開作動時間）が経過する間だけ、
シャッター部材３３を開状態に切り換え、その後閉状態に戻すようにソレノイド３４の作
動を制御するように構成されている。
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【００４５】
　縦送り装置２１の送り作動が設定回数行われると、走行機体３が設定距離走行すること
になるので、上述したような散布動作を実行することで、乗用型田植機が苗植付け作動を
実行しながら走行を行っているときに、走行機体３が設定距離走行する毎に、４条分の既
植苗が存在する領域（薬剤供給対象領域）に薬剤を散布供給することができ、圃場の単位
面積当たりに所望の量の薬剤を供給することができるのである。
【００４６】
　制御装置２８は、圃場の単位面積あたりに設定量の薬剤を供給するようにソレノイド３
４を作動させるように構成され、又、ポテンショメータ式の散布量調節器６８の操作に基
づいて、繰出し機構２５による薬剤の繰出し量を変更調整自在に構成されている。
　そして、薬剤の繰出し量を調節するときの調節操作状態として、散布量調節器６８の操
作位置が同じであるときの薬剤の繰出し量が互いに異なる２つの調節操作状態のいずれか
に切り換え自在に構成され、手動操作式の切換スイッチ６９によりその調節操作状態の切
り換えを指令することができるように構成されている。
【００４７】
　図１２に示すように、切換スイッチ６９及び電源入切スイッチ６２は、１つのロータリ
ースイッチＲＳにて構成され、このロータリースイッチＲＳは、３位置に切り換え自在で
あり、中央の「切」位置に操作すると、電源入切スイッチ６２が切り状態となり、「Ａ」
位置及び「Ｂ」位置に操作すると、電源入切スイッチ６２が入り状態となり且つ「Ａ」位
置又は「Ｂ」位置の違いにより上述したような制御装置２８の調節操作状態が互いに異な
るものに切り換わる構成となっている。
【００４８】
　図５に示すように、ロータリースイッチＲＳ及び散布量調節器６８が、ケーシング２９
の横一側面の操作パネル面７３に並べて備えられる構成となっている。又、この操作パネ
ル面７３には、計量用モードを設定するための押し操作式の計量スイッチ７４が設けられ
ている。
【００４９】
　制御装置２８における調節操作状態の設定について説明する。
　ロータリースイッチＲＳが「Ａ」位置に操作されると、散布量調節器６８の操作位置が
最小調節位置から最大調節位置に変化するに伴って、ソレノイド３４を開状態に切り換え
る開作動用の設定時間（薬剤の繰出し量に相当）（以下、開作動時間と称する）が漸次増
大する形態で変化する調節操作状態であって且つ散布量調節器６８の操作位置が同じであ
るときの開作動時間が少ない状態となる第１調節操作状態Ｔ１が設定される（図１２参照
）。
【００５０】
　又、ロータリースイッチＲＳが「Ｂ」位置に操作されると、散布量調節器６８の操作位
置が最小調節位置から最大調節位置に変化するに伴って開作動時間が漸次増大する形態で
変化する調節操作状態であって且つ散布量調節器６８の操作位置が同じであるときの開作
動時間が第１調節操作状態Ｔ１よりも大となる第２調節操作状態Ｔ２が設定される（図１
２参照）。
【００５１】
　ちなみに、圃場の単位面積当たりに少なめの量を供給する薬剤を使用する場合には、第
１調節操作状態Ｔ１が使用され、圃場の単位面積当たりに多めの量を供給する薬剤を使用
する場合には、第２調節操作状態Ｔ２が使用される。
【００５２】
　そして、電動モータ４１の回転数を検出するホール素子等からなる回転センサ７２が設
けられており、回転センサ７２の検出結果を制御装置２８にフィードバックして、設定回
転数で受止め体５１を回転する状態になるように、制御装置２８が電動モータ４１の駆動
状態を制御するように構成されている。
【００５３】
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　この田植機では、走行機体３にバッテリーが搭載されておらず、エンジン４によって駆
動される発電機６１にて発電された電力が、ソレノイド３４、電動モータ４１、制御装置
２８等に供給されるように構成されている。
　ちなみに、走行機体３にバッテリーが搭載されていないので、手動操作にてエンジン４
を始動させるリコイル式の始動装置（図示せず）を備える構成となっている。
【００５４】
　以下、電力供給状態について具体的に説明する。
　図１３に示すように、電源入切スイッチ６２を介して供給される発電機６１からの交流
電力を全波式の整流回路６３により整流して直流（脈流）に変換した電力を、ソレノイド
３４、電動モータ４１、制御装置２８等に供給するようになっており、発電機６１と整流
回路６３により電源部ＤＧが構成されている。
【００５５】
　次に、ソレノイド３４に対する電力供給について説明する。
　図１３に示すように、電源部ＤＧから供給される電力、すなわち、発電機６１からの交
流電力を整流回路６３により整流して直流（脈流）に変換した電力を、電力供給路６４を
通して、そのままソレノイド３４に供給するように構成されている。
　そして、電力供給路６４におけるソレノイド３４よりも下流側には、ソレノイド３４に
通流する電流値を変更調節するために制御装置２８によってオンオフ制御されるスイッチ
ングトランジスタ６５と、電力供給路６４を通してソレノイド３４に供給される電流値を
検出するための電流検出手段としての電流検出用の抵抗器６６とが設けられている。スイ
ッチングトランジスタ６５はＦＥＴ（電界効果トランジスタ）にて構成されている。図１
３中の符号６７は、ソレノイド３４の両側端子間で所定電圧以上の逆起電力が発生したと
きに、短絡状態で通流させてそれを吸収するための逆起電力防止回路である。
【００５６】
　ソレノイド３４は、電源部ＤＧから出力される電源電圧の変動幅の下限値よりも低い定
格電圧を備えるように構成されている。説明を加えると、発電機６１はエンジン４により
駆動されるものであり、エンジン４の回転数は、圃場で作業を行う場合には、駆動負荷の
変動に応じて変化するが、作業を行うのに最低限必要とされるエンジン回転数を確保でき
るようにエンジン４の動力が予め設定されることになる。
　そして、設定されるエンジン４の最低回転数で発電機６１が発電する場合であっても電
源部ＤＧから出力される電源電圧は、ソレノイド３４の定格電圧を下回らないように予め
定めた特性の発電機６１とソレノイド３４とが用いられることになる。
【００５７】
　制御装置２８は、電力供給路６４を通してソレノイド３４に供給される電流値をパルス
幅変調により制御する、言い換えると、一定の周期でスイッチングトランジスタ６５をオ
ン状態（導通状態）とオフ状態（遮断状態）とに交互に繰り返すときの周期に対するオン
時間の割合を変更するように構成されている。
　そして、ソレノイド３４のスプール３７を移動操作する操作時、すなわち、シャッター
部材３３を開位置に移動操作するときは、パルス幅変調におけるデューティ比を変更調節
可能範囲の最大値である高デューティ比（例えば、１００％）に調整し、スプール３７の
移動操作が終了して移動位置で保持するとき、すなわち、シャッター部材３３を開位置に
て位置保持するときは、デューティ比を高デューティ比よりも低い低デューティ比に調整
するように構成されている。具体的には、低デューティ比は、スプール３７を移動位置で
保持するのに必要な保持用電流値に相当する値に設定されている。
【００５８】
　すなわち、ソレノイド３４のスプール３７をコイルバネ４９の付勢力に抗して引退位置
に移動操作する操作時には、大きな電磁吸引力を発生させるために大きな電流が流す必要
があるので、このときは、パルス幅変調におけるデューティ比を高デューティ比に調整し
て大電流を流すようにしている。一方、スプール３７の移動操作が終了して移動位置で保
持するときは、移動操作時のような大きな電磁吸引力は不要であり、小さい電磁吸引力で
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対応できるから、パルス幅変調におけるデューティ比を低デューティ比に調整して電流量
を抑制して無駄な発熱を回避させている。
【００５９】
　次に、電動モータ４１及び制御装置２８に対する電力供給について説明する。
　図１３に示すように、電力供給路６４におけるソレノイド３４の上流側箇所から分岐す
る状態で分岐電力供給路７０が設けられ、この分岐電力供給路７０からレギュレータ回路
（８３，８４，８５）を介して電動モータ４１及び制御装置２８に電力を供給するように
構成されている。
【００６０】
　そして、前記レギュレータ回路として、分岐電力供給路７０における上流側に、調整電
圧が高い高電圧用レギュレータ回路としての第１レギュレータ回路８３が位置し、下流側
に調整電圧が低い低電圧用レギュレータ回路（８４，８５）が位置するように直列に接続
される状態で、調整電圧が異なる複数のレギュレータ回路（８３，８４，８５）が設けら
れている。
　又、低電圧用レギュレータ回路として、電動モータ４１及び縦送り検出センサ８２に電
力を供給する第２レギュレータ回路８４（第１低電圧レギュレータ回路の一例）と、制御
装置２８に電力を供給する第３レギュレータ回路８５（第２低電圧レギュレータ回路の一
例）とが、第１レギュレータ回路８３の下流側に並列に接続される状態で設けられている
。
【００６１】
　第２レギュレータ回路８４は、入力される電圧が第２調整電圧（例えば、１２Ｖ）を越
えている場合には、第２調整電圧に調整した状態で出力するように構成されている。又、
第３レギュレータ回路８５は、入力される電圧が第３調整電圧（例えば、５Ｖ）を越えて
いる場合には、第３調整電圧に調整した状態で出力するように構成されている。
【００６２】
　第２レギュレータ回路８４の出力は、電動モータ４１に供給されるとともに、縦送り検
出センサ８２に対して検出作動用の電力として供給されるように構成されている。又、第
３レギュレータ回路８５の出力は制御装置２８に供給されるように構成されている。
【００６３】
　そして、図１３に示すように、分岐電力供給路７０から制御装置２８に至る経路中に、
接地部Ｇとの間で接続された平滑用コンデンサＣ１と、この平滑用コンデンサＣ１の充電
電力が電源部ＤＧに逆流することを防止する逆流防止用ダイオードＤｉ１とを有する制御
手段用の電圧安定化回路８６が備えられている。具体的には、制御手段用の電圧安定化回
路８６は、第３レギュレータ回路８５の上流側（入力側）に備えられている。
【００６４】
　又、分岐電力供給路７０から縦送り検出センサ８２に至る経路中に、接地部Ｇとの間で
接続された平滑用コンデンサＣ２と、この平滑用コンデンサＣ２の充電電力が電源部ＤＧ
に逆流することを防止する逆流防止用ダイオードＤｉ２とを有する検出センサ用の電圧安
定化回路８７が備えられている。具体的には、検出センサ用の電圧安定化回路８７は、第
２レギュレータ回路８４の下流側（出力側）に備えられている。
【００６５】
　つまり、上述したように電源部ＤＧは、発電機６１からの交流電力を整流回路６３によ
り整流して直流（脈流）に変換した電力を供給するので、一時的に零に近い低電圧になる
おそれがある。そこで、上記したような電圧安定化回路８６，８７を設けることにより、
平滑用コンデンサＣ１，Ｃ２にて充電して電圧変動が少なくなるように平滑化させること
により、出力する電圧が零に近い低電圧になって縦送り検出センサ８２や制御装置２８が
誤動作することを回避できるようになっている。又、平滑用コンデンサＣ１，Ｃ２の端子
電圧が入力側の電圧よりも高くなることがあっても、電源部ＤＧに向けて電流が逆流する
ことを逆流防止用ダイオードＤｉ１，Ｄｉ２によって防止できる。
【００６６】
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　図１３に示すように、第１レギュレータ回路８３は、エミッターフォロワー動作を実行
するように接続されたトランジスタ８８と、そのトランジスタ８８のベース電位を第１調
整電圧に維持するためのツェナーダイオード８９と、電圧を平滑化させるためのコンデン
サ９０とを備えて構成されている。そして、トランジスタ８８は、出力すべき電流値を考
慮して高増幅度（例えば、１０００倍程度）に設定されたものが使用されており、この第
１レギュレータ回路８３の出力インピーダンスが大きくならないように構成されている。
又、コンデンサ９０は、トランジスタ８８の出力側に接続することにより、入力側に設け
る場合に比べて、小容量のものでよく且つ耐圧も低いものでよい。
　第２レギュレータ回路８４及び第３レギュレータ回路８５は、市販されている一般的な
構成のレギュレータ回路を用いるようにしてあり、それらの具体的な回路構成は、ここで
は省略する。
【００６７】
　第２レギュレータ回路８４の出力は、電動モータ４１に供給されるが、制御装置２８が
、設定回転数で受止め体５１を回転する状態になるように電動モータ４１に供給される電
力を調節するように構成されている。
　つまり、第２レギュレータ回路８４の出力が電動モータ４１に供給される供給路中に、
パルス幅変調により電動モータ４１に供給する電力を調整するスイッチングトランジスタ
７１と、電動モータ４１の回転数を検出するホール素子等からなる回転センサ７２とが設
けられ、回転センサ７２の検出結果が制御装置２８にフィードバックされ、設定回転数で
受止め体５１を回転する状態になるように、制御装置２８が、スイッチングトランジスタ
７１に出力するパルス信号のデューティ比を変更して電動モータ４１に供給される電力を
調節するように構成されている。
【００６８】
　このように構成することで、例えば、発電機６１による発電状態が変動すること等に起
因して電源電圧が変動することがあっても、電動モータ４１により、受止め体５１を設定
回転数で回転することができるように構成されている。
【００６９】
　ちなみに、受止め体５１が回転する設定回転数としては、通常作業モードでは高速の通
常作業用回転数が設定され、計量用モードでは通常作業用回転数よりも低速の計量用回転
数が設定される。
【００７０】
　制御装置２８や電源用回路部品等を備えた配線基板ｈがケーシング２９に内装されてお
り、図６に示すように、それらの電気部品と走行機体３や苗植付装置との間での電気配線
７７は、薬剤散布装置側の接続具７８Ａと走行機体側の接続具７８Ｂとを備えたコネクタ
７８によって接続分離自在に構成されている。
【００７１】
　次に、制御装置２８の制御動作について説明する。
　エンジン４を始動してロータリースイッチＲＳが「切」位置から「Ａ」位置又は「Ｂ」
位置に操作されて制御装置２８が起動すると、通常作業モードに設定され、受止め体５１
が通常作業用回転数で回転するように電動モータ４１を駆動制御する。そして、乗用型田
植機による苗植付け作業を開始すると、縦送り検出センサ８２が縦送り装置２１の送り作
動が行われたことを検出して、その縦送り検出センサ８２から検出信号が入力されるが、
その検出信号が設定回数（例えば、４回）入力される度に、上述したようにして設定され
る開作動時間が経過する間だけ、シャッター部材３３を開状態に切り換え、その後に閉状
態に戻すようにソレノイド３４の作動を制御する開作動操作（通常用繰出し作動）を実行
する。
【００７２】
　尚、縦送り検出センサ８２は、スイッチ式に構成され、苗のせ台２０が横送り移動のス
トロークエンドに至るに伴ってオフ状態から一時的にオン状態に切り換わったのち、オフ
状態に切り換わるように構成されている。そして、制御装置２８は、縦送り検出センサ８
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２がオン状態からオフ状態に切り換わるタイミングで、縦送り検出センサ８２の入力があ
ったことを判別する入力判定処理を実行するように構成されている。
【００７３】
　縦送り装置２１の送り作動が設定回数行われると、走行機体３が設定距離走行すること
になるので、上述したような散布動作を実行することで、乗用型田植機が苗植付け作動を
実行しながら走行を行っているときに、走行機体３が設定距離走行する毎に、設定条分の
既植苗が存在する領域（薬剤供給対象領域）に、ソレノイド３４の開作動時間に対応する
量の薬剤を散布供給する動作を繰り返し実行することにより、圃場の単位面積当たりに所
定量の薬剤を供給することができるのである。このような動作が通常散布動作に対応する
。
【００７４】
　説明を加えると、図１４に示すように、制御装置２８は、縦送り検出センサ８２から検
出信号が入力されているか否かの入力判定処理を実行して、縦送り装置２１の送り作動が
設定回数行われたことを判別すると、直ちにソレノイド３４を駆動してシャッター部材３
３の開作動を実行する。
【００７５】
　ソレノイド３４のスプール３７を移動操作する操作時には、スイッチングトランジスタ
６５に対するパルス幅変調におけるデューティ比Ｄｘを変更調節可能範囲の最大値である
高デューティ比（Ｄｘ＝１００％）に調整して、ソレノイド３４に駆動電流を供給する。
その結果、図１５に示すように、電源部ＤＧから供給される電圧がそのままソレノイド３
４に供給されるから、このときのソレノイド３４には大きな駆動電流が流れることになる
。
【００７６】
　図１５に示すように、ソレノイド３４に通電してスプール３７の移動操作を開始してか
ら所定の操作時間が経過したのちは、パルス幅変調におけるデューティ比Ｄｘをスプール
３７を移動位置で保持するのに必要な保持用電流値Ｉｓに相当する値（Ｄｓ）に調整する
。つまり、電流検出用の抵抗器６６の両側端子間の電圧を検出して、その電圧値より抵抗
器すなわち、ソレノイド３４に実際に流れている電流値を求め、その電流値が保持用電流
値Ｉｓに対応する電流値となるように、デューティ比Ｄｘを変更調節するのである。その
結果、図１５に示すように、ソレノイド３４に保持用電流値Ｉｓが流れることになる。
【００７７】
　そして、上述したようにして散布量調節器６８にて設定されている開作動時間が経過す
ると、ソレノイド３４への通電を停止する。そうすると、スプール３７がコイルバネ４９
の付勢力により初期状態に戻り、シャッター部材３３は閉状態に戻る。
【００７８】
　上述したように、ソレノイド３４のスプール３７をコイルバネ４９の付勢力に抗して引
退位置に移動操作する操作時には、大きな電磁吸引力を発生させるために多めの電流が流
れるので、一時的に電源電圧が低下して制御装置２８に対する電源電圧が低くなるおそれ
がある。そこで、制御装置２８は、縦送り検出センサ８２から検出信号が入力されている
か否かの判別処理を常に行う必要があるが、ソレノイド３４のスプール３７を移動操作す
る操作時には、縦送り検出センサ８２の信号の有無を判別する入力判定処理を実行しない
（非判定状態となる）ように構成されている。
【００７９】
　すなわち、図１４に示すように、ソレノイド３４のスプール３７を引退位置に移動操作
する操作時、具体的には、ソレノイド３４に駆動電流を供給開始してから判別停止用の設
定時間が経過するまでの間、縦送り検出センサ８２の信号の有無を判別する入力判定処理
を実行しないようにしている。
【００８０】
　前記判別停止用の設定時間は、デューティ比Ｄｘを高デューティ比（Ｄｘ＝１００％）
に調整してソレノイド３４に駆動電流を供給するための前記操作時間よりも長い時間が設



(14) JP 2013-71 A 2013.1.7

10

20

30

40

50

定されている。
【００８１】
　次に、計量モードについて説明する。
　計量スイッチ７４が設定時間（数秒間）以上連続して押し操作（長押し）されると計量
用モードに切り換わる。計量用モードに切り換わると、縦送り検出センサ８２からの検出
信号が入力されなくても、受止め体５１が計量用回転数で回転するように電動モータ４１
を駆動制御するとともに、通常作業モードにおける繰出し量と同等な繰出し量にて薬剤を
繰り出すように、設定回数だけソレノイド３４の開作動を繰り返し実行する。このような
動作が計量用動作に対応しており、このような計量動作は通常動作を実行する前に薬剤の
繰出し量を調整するために行われるものである。
【００８２】
　前記計量用動作について簡単に説明すると、通常作業モードにおいて圃場の単位面積（
例えば、１０ａ）当たりに所定量の薬剤を散布すると設定しているような場合には、この
所定量の薬剤を繰り出すのに必要とされる予め設定される設定回数だけ繰出し機構２５を
開状態に切り換える。そして、そのとき、拡散放出機構２７の外周を囲うように予め用意
した回収容器（図示せず）により放出される薬剤を回収して、薬剤の量を計測することに
なる。
【００８３】
〔別実施形態〕
（１）上記実施形態では、分岐電力供給路７０から供給される電力を第２レギュレータ回
路８４にて電圧調整した電力をそのまま電動モータ４１に供給するように構成したが、分
岐電力供給路７０から電動モータ４１に至る経路中に平滑用コンデンサと逆流防止用ダイ
オードとを有する電圧安定化回路を設ける構成としてもよい。
【００８４】
（２）上記実施形態では、作業車としての乗用型田植機に装備される薬剤散布装置に適用
したものを示したが、作業車としてトラクタに装備される薬剤散布装置でもよく、薬剤散
布装置に限らず、例えば、ソレノイドにて肥料の繰出しを行い、電動モータにより送風案
内するようにした施肥装置等を備えた作業車でもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　本発明は、乗用型田植機やトラクタに薬剤散布装置を備えた作業車や施肥装置等を備え
た作業車等に適用できる。
【符号の説明】
【００８６】
　４　　　　　　　　　エンジン
　２８　　　　　　　　制御手段
　３４　　　　　　　　ソレノイド
　４１　　　　　　　　電動モータ
　６１　　　　　　　　発電機
　６３　　　　　　　　整流回路
　６４　　　　　　　　電力供給路
　７０　　　　　　　　分岐電力供給路
　８２　　　　　　　　検出センサ
　８３，８４　　　　　レギュレータ回路
　８３，８５　　　　　レギュレータ回路
　８６　　　　　　　　制御手段用の電圧安定化回路
　８７　　　　　　　　検出センサ用の電圧安定化回路
　Ｃ１，Ｃ２　　　　　平滑用コンデンサ
　Ｄｉ１，Ｄｉ２　　　逆流防止用ダイオード
　ＤＧ　　　　　　　　電源部
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